
（１）発生日時：令和6年1月1日（月） 16時10分
（２）市内震度：震度5強 中央区、南区、西区、西蒲区

震度5弱 北区、東区、江南区、秋葉区
（３）津波情報：1月1日（月） 16時12分 津波警報 発表
（４）避難情報：1月1日（月） 16時12分 避難指示（津波）

1月3日（水） 14時00分 避難指示（西区19軒）

■西区をはじめ中央区、江南区などで発生した液状化現象により
建物や道路に大きな被害

新潟市

〇緊急に対応すべき施策を４本の柱に分類

生活の再建
生業（なりわい）
の再建

災害復旧等
安心・安全で災害に強い

まちづくり

〇災害の概要

１

参考資料１



生活の再建①

２

○生活・住まいの再建
（住まい）
‣液状化等被害住宅建替・購入支援事業
‣液状化等被害住宅修繕支援事業
‣被災住宅応急修理事業
‣がけ地近接等危険住宅移転事業
‣賃貸型応急住宅借上げ事業
‣被災者転居費支援事業
‣被災家屋等の解体・撤去事業
‣被災ブロック塀等撤去工事補助事業
‣災害一時入居用市営住宅修繕等事業
‣被災住宅相談等対応事業
‣災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業

（生活インフラ）
‣私道災害復旧支援事業
‣共同排水設備復旧支援事業
‣上下水道料金減免事業

私道の迅速な原形復旧を市独自に支援

ブロック塀等の撤去工事の費用を市独自に支援

転居を余儀なくされた方の引越し費用を支援

市営住宅の空室を修繕、市独自で暖房機などの備品を配置

住宅の建替や購入にかかる費用を市独自に支援

住宅の修繕に加えて、付随する門塀や駐車場などの修繕を
市独自に支援
雨水の浸入を防ぐ緊急の措置や、日常生活に必要不可欠
な部分の応急的な修理を支援

災害危険区域等の区域内にある危険住宅の移転費用の
一部を補助

民間賃貸住宅を借上げ、応急住宅（みなし仮設住宅）
として提供

被害を受けた家屋等の所有者からの申請に基づき、
公費で解体・撤去

住宅再建融資に係る借入利子相当額の費用を補助

住宅の復旧・再建及びブロック塀撤去に関する相談等に対応

共同排水設備の修繕工事費の一部を補助

1月1日を含む期間の水道料金・下水道使用料を全額免除
（一部損壊以上）

私道路の隆起・陥没



生活の再建②

３

（教育・子ども）
‣災害時保育料減免事業
‣災害時保育一時預かり事業補助金
‣坂井輪中学校関連事業
・代替施設環境整備事業
・スクールバス臨時運行事業
・オンライン授業配信事業
‣災害時緊急スクールカウンセラー活用事業

（その他）
‣被災者生活再建支援金
‣災害援護資金貸付金
‣災害弔慰金
‣避難者食料等支援事業
‣避難者用仮設トイレ設置事業
‣災害ボランティアセンター設置事業
‣被災者生活再建支援システム導入費

○支援情報等のきめ細やかな情報提供
‣被災相談窓口開設事業
‣被災者支援チラシ戸別配布事業
‣問い合わせ・相談体制拡充事業

住宅等に著しい損害がある場合に、6か月間、保育料の
全額または半額を減免

被災した世帯の児童が一時預かりを利用する際の利用料を
全額免除

坂井輪地区公民館を代替施設として使用するための工事を実施

対面授業や集会を「ゆいぽーと」等で行う際、バス送迎を実施

一人ひとりの学習機会の確保のため、オンライン授業を配信

スクールカウンセラーを緊急配置

生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給

負傷又は住居、家財の損害を受けた世帯に対し、
生活の再建に必要な資金の貸し付けを実施

亡くなった市民の遺族に対し弔慰金を支給

西区避難所への避難を余儀なくされている方々に
食料・水を提供

避難所や公共施設に仮設トイレを設置

西区に災害ボランティアセンターを開設

「チームにいがた」が採用するシステムを導入

罹災証明書の交付に併せ、支援制度等の相談・申請が行える
被災相談窓口を設置

生活再建等に必要な情報を集約したチラシを作成し、戸別配布

市コールセンターの体制を強化



生業（なりわい）の再建

災害復旧等

安心・安全で災害に強いまちづくり

○中小・小規模事業者の支援

○農林漁業者の支援

○観光復興に向けた支援

○市有施設の復旧

‣経営支援特別融資貸付金

‣農業制度資金対策事業
‣多面的機能支払交付金事業

‣北陸応援割にいがたクーポン配布事業

‣道路災害復旧事業
‣公営住宅災害復旧事業
‣公立学校災害復旧事業
‣社会福祉施設災害復旧事業
‣文化スポーツ施設災害復旧事業
‣公園災害復旧事業
‣農業用施設災害復旧事業
‣その他施設災害復旧事業

‣避難所鍵ボックス設置
‣８区防災アクション２０２４
‣宅地等地震被害状況の基礎調査 ４

事業活動に影響のある中小企業者の資金繰りを支援

融資を受ける農業者に対し利子及び保証料相当額を支援

小規模な被災した農地・農業用施設を復旧

農業用施設等の復旧にかかる費用を追加交付

「北陸応援割」に合わせて、市独自で宿泊者へクーポンを配布

市道、県道など

大野藤山住宅、曽野木住宅など

学校、幼稚園、給食センター

ひまわりクラブ、保育園など

旧笹川家住宅、鳥屋野総合体育館など

鳥屋野交通公園、善久河川敷公園など

排水機場、排水路など

庁舎、消防施設など

液状化や擁壁破壊等の宅地被害の全体像を把握するための調査を実施

今回の地震を踏まえた防災・減災関連事業を各区で実施

坂井輪中学校 被害状況

避難所の開錠を円滑にするため鍵ボックスを設置

○公共・公益施設等の復旧
‣自治会等集会所復旧補助事業
‣農地等小規模災害復旧事業

自治会・町内会等が拠点とする、被災した集会所の
建替、修繕費用の一部を補助


